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地域づくり・まちづくりに活用できる制度等（詳細） ※一部抜粋

掲載ページ情報提供元制度等の名称

・・・P.3-4総務省地域おこし協力隊

・・・P.5総務省集落支援員
・・・P.6総務省過疎地域持続的発展支援交付金

・・・P.7-8近畿農政局農山漁村振興交付金 地域資源活用価値創出対策
地域資源活用価値創出推進・整備事業（農福連携型）

・・・P.9-10近畿農政局農山漁村振興交付金 地域資源活用価値創出対策
地域資源活用価値創出推進・整備事業（農泊推進型）

・・・P.11近畿農政局農山漁村振興交付金 中山間地農業推進対策

・・・P.12近畿農政局農山漁村振興交付金 中山間地農業推進対策
農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業

・・・P.13-18近畿地方整備局

高齢者の住宅等 推進事業
（スマートウェルネス住宅等推進事業、サービス付き高齢者向け住宅整備事業、セーフティネット
住宅、居住サポート住宅の改修費支援、人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業、
みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業）

・・・P.19-28近畿地方整備局住宅セーフティネット制度

・・・P.29-31近畿地方整備局公営住宅等を使った高齢者等の住まいの支援
（公営住宅の目的外使用）

・・・P.32近畿運輸局共創モデル実証運行事業

・・・P.33近畿地方環境事務所地域循環共生圏創造事業費

・・・P.34近畿厚生局地域支援事業
地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金

・・・P.35近畿厚生局生活支援コーディネーターによる地域住民と地域の多様な主体との連携の推進
生活支援体制整備事業における住民参画・官民連携推進事業の創設



地域おこ し協力 隊 に つい て
 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、
一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの 「地
域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。

○実施主体：地方公共団体 ○活動期間：概ね1年以上3年以下
○地方財政措置：＜特別交付税措置：R7＞
・地域おこし協力隊員の募集等に要する経費：350万円／団体を上限
・「おためし地域おこし協力隊」に要する経費：100万円／団体を上限
・「地域おこし協力隊インターン」に要する経費：団体のプログラム作成等に要する経費について100万円／団体を上限 等
・地域おこし協力隊員の活動に要する経費：550万円／人を上限(報償費等：350万円、その他活動経費：200万円) 
・地域おこし協力隊員の日々のサポートに要する経費：200万円／団体を上限
・地域おこし協力隊員等の起業に要する経費：任期2年目から任期終了翌年の起業する者１人あたり100万円上限
・任期終了後の隊員が定住するための空き家の改修に要する経費：措置率0.5
・JETプログラム参加者等の外国人の地域おこし協力隊への関心喚起及びマッチング支援に要する経費（200万円／団体を上限）
・外国人の隊員へのサポートに要する経費（100万円／団体を上限）

地域おこし協力隊導入の効果
～地域おこし協力隊・地域・地方公共団体の「三方よし」の取組～

地域おこし協力隊

地 域 地方公共団体

○自身の才能・能力を活かし
た活動
○理想とする暮らしや生き甲
斐発見

○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）
○協力隊員の熱意と行動力が
地域に大きな刺激を与える

○行政ではできなかった
柔軟な地域おこし策
○住民が増えることによる
地域の活性化

隊員の約4割は女性 隊員の約7割が
20歳代と30歳代

隊員数、取組自治体数等の推移 ⇒ 令和８年度に10,000人を目標

・ 制度創設以来、R4末までに任期
終了した隊員については、およそ65%、
・ 直近５年に任期終了した隊員につ
いては、およそ70%

が同じ地域に定住※R5.3末調査時点

年 度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

隊員数 89人 257人 413人 617人 978人 1,629人 2,799人 4,090人 4,976人 5,530人 5,503人 5,560人 6,015人 6,447人 7,200人

自治体
数 31団体 90団体 147団体 207団体 318団体 444団体 673団体 886団体 997団体 1,061

団体
1,071
団体

1,065
団体

1,085
団体

1,116
団体

1,164
団体

※ 隊員数、自治体数は、総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づくもの（いずれも特別交付税算定ベース）。
※ 平成２６年度から令和３年度の隊員数は、名称を統一した旧「田舎で働き隊(農水省)」の隊員数を含む。

0

※このほかＪＥＴプログラム終了者が、プログラム終了後も同一地域で地域おこし協力隊になれるよう、地域要件を緩和（R7～）



地域おこし協力隊の推進に要する経費
 地域おこし協力隊の隊員数は、令和５年度は7,200人であり、令和８年度までに10,000人とする目標を掲げている（デジタル田園都市国家構想
総合戦略）。

 目標の達成に向けて、情報発信の強化、現役隊員・自治体職員双方へのサポートの充実等の取組により地域おこし協力隊の取組を更に強化し、
地方への新たな人の流れを力強く創出する。

隊員活動期間中制度周知・隊員募集 任期後

起業・定住

地域への
人材還流を
促進！

■「地域おこし協力隊全国サミット」の開催

・地域おこし協力隊や自治体関係者のほか広く一般の方が参加
できる「地域おこし協力隊全国サミット」を開催し、制度を周知す
るとともに、隊員同士の学びや交流の場等を提供する。

■「地域おこし協力隊サポートデスク」による相談体制の確保
・隊員や自治体職員からの相談に一元的に対応できるよう「地域おこし協力隊サポー
トデスク」において効果的なアドバイスを提供する。

■各種研修会等の実施
・初任者研修やステップアップ研修といった隊員の「段階別」の研修を実施するとともに、
隊員の孤立化の防止に向けて、同じ分野で活動する隊員間のつながりを強化し、任
期終了後にも頼れる知己を得る場として
「活動分野別」の研修を実施する。

・より一層の制度理解、隊員の円滑な活
動の支援等のため、自治体職員向けの
研修等を実施する。

■起業・事業化研修等の実施
・隊員の起業・事業化等を支援するため、専門家のアドバイスによるビジネスプランの磨き上げ、事業実現に
向けたサポート等を実施する。

■戦略的な広報の取組強化
・ インターネット広告やホームページ、SNS等による制度の
周知を、ターゲットに応じて戦略的に実施する取組を強化し、
隊員のなり手の更なる掘り起こしを行う。

■課題を抱えている自治体に対する伴走支援の強化
・ 「地域おこし協力隊アドバイザー派遣事業」の更なる拡充
を行い、課題を抱えている自治体に対する伴走支援を強化す
る。

■「地域おこし協力隊全国ネットワーク」等の推進
・ 「地域おこし協力隊全国ネットワーク」において、令和6年度中に立ち上げた会員専用の情報共有・
交流プラットフォームを活用し、情報収集・発信、隊員や協力隊経験者の活動支援等に取り組む。

・各地域における、協力隊経験者等によるネットワークの円滑な運営を推進することにより、より身近で
きめ細やかなサポート体制を構築する。

R７当初予算額：２４８百万円
（R６補正後予算額：３９３百万円）



集落支援員

「集落点検」の結果を活用し、
住民と住民、住民と市町村との間で
集落の現状、課題、あるべき姿等に
ついての話し合いを促進

■集落点検の実施 ■集落のあり方についての話し合い促進 □集落の維持・活性化に向けた取組や取組主
体となる地域運営組織などのサポート

①デマンド交通システムなど地域交通の確保
②都市から地方への移住・交流の推進、
③特産品を生かした地域おこし、
④高齢者見守りサービスの実施、
⑤伝統文化継承、
⑥集落の自主的活動への支援 等

集落支援員の活動イメージ

市町村職員と協力し、
住民とともに集落点検
を実施

専 任 2,214人

兼 任 2,922人
（自治会長などとの兼務）

専任の「集落支援員」の属性

⚫ 約５割が50代以下

⚫ 約５割が元会社員・元公務員・元教員

⚫ 約９割がそれまで暮らしていた自治体で活動

集落支援員を設置した地方自治体に対して特別交付税措置を講じる。

対象経費 ① 集落支援員の設置

② 集落点検の実施

③ 集落における話し合いの実施

④ 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策

に要する経費

措 置 額 集落支援員１人あたりの上限額
専 任※ 500万円
兼 任  40万円

※ 国勢調査における人口集中地区は措置の対象外

※兼任であって、集落支援員としての活動に従事する
時間が週当たり15時間30分以上の場合を含む。

過疎地域等の集落の維持・活性化のため、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウを有する人材が、集落の巡回・状

況把握、住民同士の話し合いの促進、これらを通じ必要とされた具体的な取組やその取組主体となる地域運営組織などのサポートを行う。

特別交付税措置 配置状況(R5年度)



【事業例】佐賀県伊万里市（H29～） 地域公共交通（バス）

黒川町まちづくり運営協議会が主体となり、

住民アンケート、住民参加の検討委員会の開催により、

① バスの運行形態を見直し

② スマホ等で運行状況・乗換案内の確認等ができるアプリの開発

［効 果］コミュニティバス利用者数の増加、地域コミュニティ活性化

過疎地域持続的発展支援交付金

１ 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとする「集
落ネットワーク圏」（小さな拠点）において、地域運営組織等が
行う生活支援の取組や「なりわい」を創出する活動等を支援。
（過疎地域以外の条件不利地域も対象）（定額補助）

２ 過疎地域持続的発展支援事業

過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発展に資する取組
として、過疎市町村・都道府県が実施するＩＣＴ等技術活用
事業、人材育成事業を支援。（都道府県は人材育成事業の
みが対象）
（市町村：定額補助 都道府県：6/10、1/2補助）

３ 過疎地域集落再編整備事業

過疎市町村が過疎地域の集落再編を図るために行う定住促
進団地整備、定住促進空き家活用等の事業に対して補助。
（1/2補助）

４ 過疎地域遊休施設再整備事業

過疎市町村が過疎地域にある遊休施設を再活用して地域間
交流及び地域振興、地域課題解決を図るための施設整備に対
して補助。（1/3補助）

【事業例】熊本県水俣市（R3～） 遠隔診療

水俣市立総合医療センターとへき地診療所、市内

医療機関、介護施設等（13箇所）を結んだオンラ

イン診療を実証的に実施。

集落ネットワーク圏における取組のイメージ

 ● 過疎地域等における地域課題解決のための取組を支援することにより、過疎地域の持続的発展を支援。

R7当初予算額（案）：805百万円
（R6予算額：805百万円）











＜対策のポイント＞
中⼭間地域等において、地域別農業振興計画に基づき、収益⼒向上や販売⼒強化等に関する取組、複数集落の機能を補完する農村RMOの形成、
デジタル技術の導⼊・定着を推進する取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
中⼭間地域等の特⾊をいかした営農と所得の確保に取り組み、事業⽬標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．中⼭間地農業ルネッサンス推進事業
① 中⼭間地農業ルネッサンス推進⽀援
中⼭間地域等の特⾊をいかした創意⼯夫あふれる取組等を⽀援します。
② 元気な地域創出モデル⽀援
収益⼒向上や販売⼒強化等に関する取組、デジタル技術の導⼊・定着を⽀援します。
【事業期間︓上限３年間、交付率︓定額 (上限3,000万円 (1,000万円
(年基準額) ×事業年数))】

２．農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
① 農村RMOモデル形成⽀援
ア ⼀般型
むらづくり協議会等が⾏う調査、計画作成、実証事業等を⽀援します。
【事業期間︓上限３年間、交付率︓定額 (上限3,000万円 (1,000万円
(年基準額) ×事業年数))】 ※地域計画連携タイプは年基準額1,200万円

イ 活動着⼿⽀援型
遊休農地活⽤の開始や⾼齢者⽀援への着⼿など、農村RMOの形成につなげる
取組を⽀援します。
【事業期間︓１年間、交付率︓定額（上限200万円）】

② 農村RMO形成伴⾛⽀援
協議会の伴⾛者となる中間⽀援組織の育成等の取組を⽀援します。

※対象地域︓８法指定地域等
※下線部は拡充事項＜事業の流れ＞

国
都道府県、⺠間団体

都道府県 市町村、地域協議会
定額

（１、２①の事業）

（２の②の事業）

【令和７年度予算概算決定額 7,389（8,389）百万円の内数】
（令和６年度補正予算額 1,325百万円の内数）

１．② 元気な地域創出モデル⽀援

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

２．農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業

⽣活⽀援農⽤地保全

① 農村RMOモデル形成⽀援

農
村
भ

﹁
ऎ
ै
ख
त
ऎ
ॉ
﹂
॑
推
進

② 農村RMO形成伴⾛⽀援

全国規模の研修、中間⽀援組織による⼈材育成地域資源活⽤

《栽培技術のｅラーニング》

デジタル技術の導⼊・定着

《テレビ画⾯で買い物⽀援》

⾼収益作物導⼊
ア 収益⼒向上 イ 販売⼒強化

オ ⽣活⽀援エ 複合経営

ウ 農⽤地保全

買物⽀援・⾒守り

棚⽥の保全⾼糖度栽培技術の導⼊

ミニトマト栽培と加⼯品の開発

定額

農⼭漁村振興交付⾦のうち
中⼭間地農業推進対策

定額

社
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題
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決
ृ
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．農村RMOモデル形成⽀援
① ⼀般型
むらづくり協議会等による地域の話合いを通じた農⽤地保全、地域資源活⽤、⽣活
⽀援に係る将来ビジョン策定、ビジョンに基づく調査、計画作成、実証事業等の取組、
デジタル技術の導⼊・定着を推進する取組を⽀援します。
【事業期間︓上限３年間、交付率︓定額 (上限3,000万円 (1,000万円
（年基準額) ×事業年数))】 ※地域計画連携タイプは年基準額1,200万円
② 活動着⼿⽀援型
農村RMOの裾野を拡げるため、遊休農地活⽤の開始や⾼齢者⽀援への着⼿など、
農村RMOの形成につなげる取組を⽀援します。
【事業期間︓１年間、交付率︓定額 (上限200万円)】

２．農村RMO形成伴⾛⽀援
農村RMO形成を効率的に進めるため、中間⽀援組織の育成等を通じた都道府県
単位における伴⾛⽀援体制の構築や、各地域の取組に関する情報・知⾒の蓄積・
共有、研修等を⾏う全国プラットフォームの整備を⽀援します。

農村型地域運営組織（農村RMO︓Region Management Organization）
複数の集落の機能を補完して、農⽤地保全活動や農業を核とした経済活動と
併せて、⽣活⽀援等地域コミュニティの維持に資する取組を⾏う組織

※対象地域︓８法指定地域等
※下線部は拡充事項

＜対策のポイント＞
中⼭間地域等において、複数集落の機能を補完する農村RMOの形成を推進するため、むらづくり協議会等が⾏う実証事業やデジタル技術の導⼊・定着を

推進する取組のほか、協議会の伴⾛者となる中間⽀援組織の育成や全国プラットフォームの整備等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農⽤地保全に取り組む地域運営組織（100地区［令和８年度まで］）

農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
農村RMOモデル形成⽀援 「⼀般型」

農村型地域運営組織（農村RMO）のイメージ

農⽤地の保全、農業⽣産

集落協定、集落営農
農業法⼈
など

○○むらづくり協議会

集落
協定

総
務
部

⽣
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

集落
協定

集落
協定集落 集落

営農
農業
法⼈

Ａ集落 Ｂ集落 Ｃ集落Ｄ集落Ｅ集落 Ｆ集落

●複数の集落による集落協定等と⾃治会など多様な地域
の関係者が連携して協議会を設⽴
●地域の話合いにより、農⽤地の保全、地域資源の活⽤、
⽣活⽀援に係る将来ビジョンを策定し各事業を実施

⽣活⽀援農⽤地保全

ビジョン策定やデジタル技術の導⼊・定着を含めた調査・計画作成・実証等

地域資源活⽤

テレビ画⾯で買い物⽀援スマート農業機械の実証 ⾷材の地域内循環

農村RMOモデル形成⽀援 「活動着⼿⽀援型」

⾃治会、町内会
婦⼈会、PTA
社会福祉協議会など

農⼭漁村振興交付⾦（中⼭間地農業推進対策）のうち
農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
〜地域で⽀え合うむらづくりの推進〜

【令和７年度予算概算決定額 7,389（8,389）百万円の内数】
（令和６年度補正予算額 1,325百万円の内数）

＜事業の流れ＞

国
都道府県、⺠間団体

都道府県 地域協議会
定額

（１の事業）

（２の事業）

定額

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

農村RMO形成伴⾛⽀援

⽣活⽀援に着⼿
これまでの活動から
⼀歩踏み出し、
農村RMOの形成に
つなげる取組を実施

【都道府県単位の⽀援】

中間⽀援組織による⼈材育成研修

【全国単位の⽀援】

農村RMO研究会による情報・知⾒
の蓄積・共有、研修等の⽀援

定額
遊休農地活⽤を開始
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高齢者の住宅等 推進事業



スマートウェルネス住宅等推進事業

○高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保と健康の維持・増進に資する先導的な事業として選定される取組に対して支援を実施
補助率：新築1/10、改修2/3、技術の検証等に係る費用2/3

③人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

○子育て世帯等のための支援施設や住まいの整備を伴う市街地再開発事業等に
対して、集中的・重点的に支援を実施

補助率：国1/3（ただし地方公共団体の補助する額の1/2以内）
補助対象：調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費

⑤地域生活拠点型再開発事業

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境（スマートウェルネス住宅）を実現す
るため、サービス付き高齢者向け住宅やセーフティネット住宅の整備、先導的な住環境・市場環境整備、子育て世帯等のための
支援施設等の整備を伴う市街地再開発事業及び子どもの安全・安心に資する共同住宅の整備等に対して支援。

○既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用住宅等とする場合や、これに子育て支援施設を併設する場合等の改修費に対して支援を実施
補助率：1/3 補助限度額：50万円／戸・1,000万円／施設 等
対象工事：バリアフリー改修工事、耐震改修工事、シェアハウス化工事、間取り変更工事、省エネ改修工事、安否確認の設備の設置改修工事、防音・遮音工事 等

②セーフティネット住宅改修事業 （住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業） ※社会資本整備総合交付金等による支援も実施

○子どもの安全・安心や、子育て期の親同士の交流機会創出に資する共同住宅
整備（賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修）に対して支援を実施

補助率：①「子どもの安全確保に資する設備の設置」：新築1/10、改修1/3（上限100万円/戸）
②上記①と併せて、「居住者等による交流を促す施設の設置」：新築1/10、改修1/3（上限500万円/棟）
※賃貸住宅の新築に対する補助の際は、上記②を必須とする。

⑥子育て支援型共同住宅推進事業

令和７年度当初予算案：160.87億円

○サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費に対して支援を実施

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業
補助率：新築 1/10 （補助限度額：70・120・135万円／戸 ）

改修 1/3 （補助限度額：195万円／戸 ） 等

○居住支援法人や家賃債務保証業者等が連携して行う、居住サポート住宅等を
供給する大家等の不安の軽減に資する先導的な取組に対して支援を実施

補助率：定額 補助限度額：1事業あたり300万円／年

④みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業

既存ストックを
改修するサ高住
や セーフティ
ネット住宅

夫婦向けのサ高住

高齢者生活
支援施設

多様な世帯の互
助や交流の促進
（ごちゃまぜ）
のまちづくり

ICTを活用した見守
り等の先導的取組

一般のサ高住

地域のサービス
拠点施設を併設

するサ高住

子育て世帯等のための支
援施設や住まいの整備を
伴う市街地再開発事業等
を集中的・重点的に支援

子育て支援施設

子どもの安全・安心
や、子育て期の親同
士の交流機会創出に

資する共同住宅
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業
令和７年度当初予算案：
スマートウェルネス住宅等推進事業（160.87億円）の内数

補助率 補助対象・限度額（※１）

新築

床面積30㎡以上
（かつ一定の設備完備）

１／１０
（※４）

135万円／戸（※２，３）

床面積25㎡以上 120万円／戸（※３）

床面積25㎡未満 70万円／戸（※３）

改修、既設改修 １／３ 195万円／戸（※５，６）、（※７）

補助率 限度額

新築 １／１０
1,000万円／施設

改修、既設改修 １／３

サービス付き高齢者向け住宅の制度概要

補助制度の概要

住宅

補助率 限度額

太陽光パネル・蓄電池
１／１０

合わせて４万円／戸

太陽熱温水器 ２万円／戸

再エネ等設備（※９）

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費に対する支援を行う。

○ 高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録すること

○ 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額（11.2～24.0万円／月）とすること

○ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと

○ 入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること

○ 情報提供システムの運営情報の提供、更新を行うこと

○ 新築・改修の場合は、都道府県や市町村のまちづくり方針と整合していること

○ 事業主体が運営する介護保険法に基づく指定事業所が指定取消等の対象である場合に、

当該事業主体の組織的な関与があったことが認められないこと 等

補助要件

ハード

○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

サービス ○必須サービス：状況把握サービス・生活相談サービス

契約内容

○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、
居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと  等

登録基準

戸数 289,013戸

棟数 8,323棟

登録状況（R6.12末時点）

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。
※２ 全住戸数の２割を上限に適用（ただし、入居世帯を夫婦等に限定する場合は除く）。２割を超える住戸は120万円／戸。
※３ ZEH相当水準の整備を実施する場合は限度額を1.2倍とし、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等を設ける場合は10万円／戸

を上乗せする。
※４ ZEH相当水準の整備を実施する場合は3/26とする。
※５ 改修は、以下の費用が補助対象。

共用部分の改修、バリアフリー基準に適合させるための改修、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるための構造・設備の改修
（高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置等）、省エネ性能向上のための構造・設備の改修、エレベーター設置、
調査設計計画費（既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅に限る）

※６ 限度額195万円/戸が適用される改修は、以下①から④いずれかの場合に限る（調査設計計画費が補助対象になる場合も同様）。
それ以外の改修は、新築と同じ限度額と補助対象が適用。
①階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する改修、②戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合
させる改修、③車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等の改修、④省エネ性能向上のための構造・設備の改修

※７ 既設改修は、以下の費用が補助対象。
IoT技術を導入して非接触での生活相談サービス等の提供を可能とする改修（限度額10万円／戸）、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や

浴室等の改修（限度額150万円／戸）、止水板設置等の整備（限度額35万円／棟）、省エネ性能向上のための構造・設備の改修（限度額35万円／戸）
※８ 新築及び既設改修は、介護関連施設等の建設に係る費用は補助対象外。

また、既設改修は、地域交流施設等のうち交流施設の整備に係る費用に限って補助対象。
※９  全量自家消費であること等の要件を満たす場合に補助対象。

学校を改修して整備した住宅 高齢者生活支援施設における地域交流（イメージ）

○60歳以上の者
○要支援・要介護認定者 等

入居者要件

下線部は令和７年度予算における見直し事項

※土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域及び災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域若しくは地すべり防止区域と重複する区域に限る）における住宅の新築は、原則、補助対象外
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン内」で建設された住宅のうち、３戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づく市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものは、原則、補助対象外

※（ⅰ）かつ（ⅱ）の区域における住宅の新築は、原則、補助対象外 （ⅰ）市街化調整区域 （ⅱ）土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ３ｍ以上の区域に限る）

７年度（案）版

高齢者生活支援施設（地域交流施設等及び介護関連施設等）（※８）
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人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

人生100年時代において、ライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応して、高齢者、障害者、子育て世帯など誰もが安
心して健康に暮らせる住環境の整備を促進するため、モデル的な取組に対して支援を行う。

高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、
先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援するもの

【補助内容】

補助率 ： 建設工事費（建設・取得）1/10、 改修工事費2/3、 技術の検証費2/3 等
上限額 ： ３億円／案件 （①課題設定型・②事業者提案型・④子育て住宅型・⑤子育て公営住宅型）

５００万円／案件 （③事業育成型）

【期限】 令和６年度~令和１０年度

概 要

②事業者提案型

③事業育成型

設定された事業テーマに応じた先導的な取組への支援を行う事業

事業者が事業テーマを提案して行う先導的な取組への支援を行う事業

上記①②の事業化に向けた、調査・検討を支援する事業

①課題設定型

○新たな技術やシステムの導入に資するものであること、多様な世帯の互助や交流の促進に資するものであること
又は子育て世帯向け住宅等の住まい環境整備を行うものであること

○住宅・建築物の新築を行う場合は、原則として省エネ基準に適合すること

○住宅の整備を行う場合は、住宅以外の機能の整備（シェアハウス等における住宅内の共同空間の整備を含む。）をあわせて行うものであること

事業内容

＜事業テーマ（イメージ）＞
１.子育て世帯向け住環境の整備 （ 例： 子育て支援施設、ひとり親向けシェアハウス、ＩoＴ活用等による子供の見守り、こども食堂 など ）

２.多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点の整備 （ 例：共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ など ）

３.長く健康に暮らせる高齢者住環境の整備 （ 例： 仕事、役割、介護予防、看取り など ）

４.住宅団地の再生につながる地域の居住継続機能 の整備 （ 例：子育支援施設、多世代交流拠点、シェアオフィス など ）

事業の流れ

【事業①～⑥共通の補助要件】

※土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域若しくは地すべり防止区域と重複する区域に限る）における住宅の新築は、原則、補助対象外
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン内」で建設された住宅のうち、３戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づく市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものは、原則、補助対象外
※以下の（ⅰ）かつ（ⅱ）に該当する区域に立地している住宅の新築は、原則、補助対象外

（ⅰ）市街化調整区域
（ⅱ）土砂災害警戒区域又は浸水想定区域 （洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ３ｍ以上の区域に限る）

※評価委員会が定めた要件への適合を評価事務局が審査

④子育て住宅型※

⑤子育て公営住宅型※

子育て世帯への住環境の提供と、見守りや自立支援を併せて実施する取組への支援を行う事業

公営住宅ストックを活用し、子どもを産み育てやすい環境を整備する取組への支援を行う事業

公募・提案

評価委員会

事業採択

交付手続

事業実施

検証・フォローアップ

令和７年度当初予算案：
スマートウェルネス住宅等推進事業（160.87億円）の内数
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12

令和７年度当初予算案：
スマートウェルネス住宅等推進事業（16０.８７億円）の内数

誰もが安心して暮らせる住まいの確保に向けて、居住支援法人、家賃債務保証業者、保険業者、賃貸人等が連携

して実施する、見守りなどを行う住宅（居住サポート住宅など）等を供給する賃貸人等の不安感の軽減に資する

先導的な取組に対して支援を行う。

事業主体

【多主体連携型】
居住支援法人、家賃債務保証業者、保険業者、賃貸人等
【サブリース型】

居住支援法人等

補助対象 事業を実施するための検討、試行、普及・広報に要する費用

補助率 定額

補助限度額 １事業あたり300万円／年

補助要件

【共通】
・学識経験者等の意見を踏まえた上で、先導的な事業として選
定した事業であること

・補助事業の成果に関する情報公開を行うものであり、国への
情報提供に協力すること

・居住支援協議会への参加等地方公共団体との一定の連携が
図られていること
【多主体連携型】
・複数の事業者・団体が連携して事業を実施すること
【サブリース型】
・サブリース又は買取りによりセーフティネット専用住宅又は
見守りなどを行う住宅（居住サポート住宅など）等を提供す
る居住支援法人等が事業を実施すること

支援期間 最大３年間

事業期間
令和６年度～令和８年度
（令和８年度までに着手する事業を対象とし、最大３年間支援する。）

住宅確保
要配慮者

賃貸人

居住支援
法人

家賃債務保
証業者

【多主体連携型】のイメージ

連携

連携 連携

終身建物賃貸借契約

家賃債務保証 見守りなど

３者が連携することにより互いの不安感を軽減し、
安心してサービス等を提供することが可能

見守りなどを行う住宅

【サブリース型】のイメージ

居住
支援
法人

住宅確保
要配慮者

賃貸
人

マスターリース
契約

サブリース
契約

見守りなどの
入居中支援

法人が管理業務に加えて見守り等を行うことにより
賃貸人は安心して住宅を貸すことが可能

みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

住宅セーフティネット制度



供給・管理
主体

地方公共団体 民間等 民間等

公共が直接供給・管理
（民間で整備した住宅を買取り・
借上げするものを含む）

民間等が供給・管理
地方公共団体が認定

民間等が地方公共団体に
登録
地方公共団体が情報提供

補助の
考え方

国が地方公共団体に

整備費・家賃対策の補
助

【法定補助】

国・地方公共団体が民間
等に整備費・家賃対策の
補助

国・地方公共団体が民間等
に整備費・家賃対策の補助

主な施策 ・公営住宅 ・地域優良賃貸住宅 等

・住宅セーフティネット制度
（セーフティネット登録住宅）

・サービス付き高齢者向け
住宅 等

公的関与
（地方公共団体
の裁量）

大 小

住宅セーフティネット政策の基本的な考え方
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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録
情報提供

要配慮者の入居を拒まない住
宅（セーフティネット登録住宅)

家賃・家賃債務保証料等
の低廉化

・改修費補助
（国の直接補助あり）

・改修費融資
（住宅金融支援機構）

・家賃低廉化補助

・家賃債務保証料等補助

・住替え補助

・家賃債務保証保険
（住宅金融支援機構）

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等による
支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援

住宅セーフティネット制度 （現行）

登録基準
・床面積が原則25㎡以上

※地方公共団体による強化・緩和が可能
・耐震性を有すること

【
施
行
状
況
】

【公布：平成29年4月26日 施行：平成29年10月25日】

補助制度がある自治体数
・改修費補助：39
・家賃低廉化補助：49
・家賃債務保証料等補助：30

（R5年8月時点） 13

・登録戸数：910,126戸
うち専用住宅（要配慮者専用の住宅）：6,038戸

・賃貸住宅供給促進計画の策定：47都道府県21市町
※うち21都府県11市で、面積基準を緩和

（R6年6月末時点）

・居住支援法人の指定数：896法人

・居住支援協議会の設立：144協議会
（47都道府県106市区町村）

（R6年6月末時点）





住宅確保要配慮者の範囲

① 低額所得者
（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育して
いる者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの
として国土交通省令で定める者

住宅セーフティネット法で定める者

・外国人 等
（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある

者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦人、
児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、
ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設
退所者等、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者
（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が
供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者(ケアリーバー)、ＬＧＢＴ、Ｕ
ＩＪターンによる転入者、これらの者に対し
て必要な生活支援等を行う者などが考えられ
る。
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○ 規模
・床面積が一定の規模以上であること

※ 各戸25㎡以上
ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えるこ
とで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保
されるときは、18㎡以上
※ 共同居住型住宅の場合、別途定める基準

○ 構造・設備
・耐震性を有すること

（耐震性を確保する見込みがある場合を含む）

・一定の設備（台所、便所、浴室等）
を設置していること

○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失し
ないこと

○ 基本方針・地方公共団体が定める
計画に照らして適切であること 等

登録基準

○ 住宅全体
・住宅全体の面積

15 ㎡ × N ＋ 10㎡以上
 （N:居住人数、N≧２）

○ 専用居室
・専用居室の入居者は１人とする
・専用居室の面積

９㎡以上（造り付けの収納の面積を含む）

○ 共用部分
・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面、

洗濯室（場）、浴室又はシャワー室を設ける
・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人

数概ね５人につき１箇所の割合で設ける

共同居住型住宅（シェアハウス）の基準

※ 地方公共団体が供給促進計画で定めることで、耐震性
等を除く基準の一部について、強化・緩和が可能

※ １戸から登録可能

セーフティネット住宅の登録基準

※別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準を策定
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備考施行状況

北海道 17315戸、青森県 5690戸、岩手県 8472戸、宮城県 19127戸、秋田県 5006戸、山形県 6435戸、

福島県 22209戸、茨城県 32870戸、栃木県 19162戸、群馬県 19151戸、埼玉県 54431戸、千葉県 44038戸、

東京都 54085戸、神奈川県 42254戸、新潟県 18122戸、富山県 12320戸、石川県 9500戸、福井県 5917戸、

山梨県 6640戸、長野県 17477戸、岐阜県 18552戸、静岡県 37388戸、愛知県 71099戸、三重県 20910戸、

滋賀県 12370戸、京都府 14428戸、大阪府 43411戸、兵庫県 32819戸、奈良県 7169戸、和歌山県 8476戸、

鳥取県 6934戸、島根県 8497戸、岡山県 7540戸、広島県 25124戸、山口県 17761戸、徳島県 8465戸、

香川県 15575戸、愛媛県 14855戸、高知県 3972戸、福岡県 38245戸、佐賀県 12203戸、長崎県 6622戸、

熊本県 19636戸、大分県 11592戸、宮崎県 9745戸、鹿児島県 8168戸、沖縄県 19500戸

９２１,２２７戸
（４７都道府県）

住宅確保要配慮
者円滑入居賃貸
住宅の登録

北海道３０者、青森県７者、秋田県５者、岩手県１２者、宮城県１４者、山形県５者、福島県１１者、茨城県１０者、

栃木県２０者、群馬県１４者、埼玉県２３者、千葉県３６者、東京都５１者、神奈川県４０者、新潟県５者、富山県７

者、石川県１７者、福井県１３者、山梨県４者、長野県９者、岐阜県１７者、静岡県１８者、愛知県３３者、三重県５

者、滋賀県１１者、京都府３６者、大阪府１７９者、兵庫県５８者、奈良県１３者、和歌山県１１者、鳥取県７者、島

根県６者、岡山県１７者、広島県２４者、山口県７者、徳島県２者、香川県５者、愛媛県９者、高知県４者、福岡県５

４者、佐賀県５者、長崎県６者、熊本県２０者、大分県２２者、宮崎県９者、鹿児島県７者、沖縄県１０者

９２８法人
（４７都道府県）

居住支援法人
の指定数

４７都道府県

１０７市区町村 札幌市、旭川市、函館市、本別町、横手市、鶴岡市、山形市、さいたま市、宇都宮市、千葉市、

船橋市、千代田区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、豊島区、北区、中野区、杉並区、板橋区、練馬

区、足立区、葛飾区、大田区、世田谷区、江戸川区、目黒区、渋谷区、墨田区、荒川区、八王子市、府中市、調

布市、町田市、西東京市、立川市、日野市、狛江市、多摩市、小金井市、武蔵野市、あきる野市、川崎市、横浜

市、鎌倉市、相模原市、藤沢市、座間市、茅ヶ崎市、厚木市、岐阜市、菊川市、越前市、敦賀市、南佐久（小海町、

川上村、南牧村、南相木村、北相木村）、名古屋市、岡崎市、半田市、瀬戸市、豊田市、京都市、宇治市、豊中市、

岸和田市、摂津市、吹田市、守口市、神戸市、宝塚市、姫路市、広島市、廿日市市、東みよし町、東温市、北九

州市、福岡市、中間市、大牟田市、うきは市、直鞍地区（直方市・宮若市・鞍手町・小竹町）、久留米市、みやき町、

竹田市、豊後大野市、日田市、国東市、日出町、大分市、熊本市、合志市、日向市、とくのしま（徳之島町・天城

町・伊仙町）、霧島市、奄美市、瀬戸内町、沖縄市

１４５協議会
居住支援協議会
の設立

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、旭川市、

盛岡市、水戸市、いわき市、茂木町、さいたま市、西東京市、横浜市、川崎市、相模原市、長泉町、名古屋市、

岡 崎 市 、 神 戸 市 、 加 古 川 市 、 倉 敷 市 、 広 島 市 、 福 山 市 、 福 岡 市 、 北 九 州 市 、 熊 本 市 、 大 分 市

４７都道府県
２２市町

供給促進計画
の策定

住宅セーフティネット制度の施行状況（R6.9.30時点)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年４月26日公布 10月25日施行）

※家賃債務保証業者の登録:１０８者



○ 終身建物賃貸借（※）の利用促進
※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、

死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借

・ 終身建物賃貸借の認可手続を簡素化
（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）

○ 居住支援法人による残置物処理の推進

・ 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、
居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく
残置物処理を追加

○ 家賃債務保証業者の認定制度の創設

・ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者（認定保証業者）
を国土交通大臣が認定

⇒ (独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による
要配慮者への保証リスクの低減

○ 居住サポート住宅による大家の不安軽減（２．参照）

○ 居住サポート住宅（※）の認定制度の創設
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」

・ 居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、
安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅
（居住サポート住宅）の供給を促進
（市区町村長（福祉事務所設置）等が認定）

⇒ 生活保護受給者が入居する場合、
住宅扶助費（家賃）について代理納付（※）を原則化

※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、
特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う

⇒ 入居する要配慮者は認定保証業者（1.参照）が家賃債務保証
を原則引受け
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1． 大家が賃貸住宅を提供しやすく、
要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

○ 市区町村による居住支援協議会（※）設置を促進（努力義務化）し、住まいに関する
相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した
地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

３．住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

２．居住支援法人等が入居中サポートを行う
賃貸住宅の供給促進

【住宅セーフティネット法】

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅

 管理業者、家主等）

居住支援法人
福祉関係団体

（社会福祉法人等）

要配慮者

訪問等による
見守り

福祉サービス

（例）
困窮者自立支援、
介護等

福祉サービス
へのつなぎ

ICT等による安否確認
(例)人感センサー

居住支援法人等

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

【住宅セーフティネット法】

＜居住サポート住宅のイメージ＞

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）等の一部を改正する
法律② （R6.5.30成立 R6.6.5公布）

taguchi-m86mz
鉛筆



居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

①ICT等による安否確認

①訪問等による見守り

連携

入居する要配慮者については認定保証業者

（１．参照） が家賃債務保証を原則引受け

※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の

特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

【住宅セーフティネット法】

大家

居住支援法人等

＜改正前＞セーフティネット登録住宅(H29創設)

「大家が拒まないこと」、「その物件情報を公表すること」で要配慮者に住宅を供給

■低額所得者

自立相談支援機関
福祉事務所

・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用

■高齢者
高齢者福祉の
相談窓口

福祉事務所
母子家庭等就業・
自立支援センター

・母子・父子自立支援員
による相談、助言

・こどもの生活指導や学習支援

■障害者

生活保護受給者の場合、
住宅扶助費（家賃）について
代理納付を原則化 

・ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
・就労支援

基幹相談
支援センター

②福祉サービスにつなぐ

特例

・ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

■ひとり親

福祉サービス（例）

居住支援法人等

要配慮者の生活や心身の状況が不安定になったとき

「居住支援法人等※がサポートを行うこと」で要配慮者に住宅を供給
※サポートを行う者は 居住支援法人以外も可能

要配慮者

要配慮者

＜改正後＞居住サポート住宅を創設

特例・市区町村長（福祉事務所設置）等が国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づき認定
・改修費等の補助により供給を促進（令和６年度予算）

居住支援法人等が大家と連携し、
①日常の安否確認・見守り
②生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅（居住サポート住宅）を創設
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

公営住宅等を使った 高齢者等の住まいの支援



学校

病院

10

セーフティネット
登録住宅

市役所
相談窓口

居住支援法人
活動拠点

地域包括
支援センター

社会福祉協議会

こども食堂
（サードプレイス）

多世代交流拠点
（サードプレイス）

交流サロン
（サードプレイス）

空き家・空き室、地域資源を活用し、住宅と福祉が一体となった居住環境の整備（イメージ）

福祉施設

公営住宅

居住サポート
住宅

地域開放カフェ
（サードプレイス）

居住支援協議会の
ネットワーク

セーフティネット
登録住宅

居住サポート
住宅

不動産
事業者

居住サポート
住宅 福祉サービス

地方公共団体

居住支援法人
活動拠点

居住支援法人
活動拠点

交流サロン

自立相談支援機関 等民間の居住支援

住宅と福祉が一体となった居住環境の整備イメージ



4

○公営住宅は、本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、公営住宅法や高齢者住まい
法で規定する公営住宅の使用に関するもののほか、補助金適正化法第２２条に基づく大臣承認を得た上で、事業主体が地方自
治法第２３８条の４第７項（行政財産の使用許可）に基づく承認を行うことにより、目的外使用させることができる。

○また、通知により予め公営住宅の目的外使用が認められる類型を明示し、承認手続等を簡素化しているものもある。

公営住宅の目的外使用 ～公営住宅を活用した住まいの支援

■法令で明示しているもの

◆公営住宅法※･･･（第４５条第１項）社会福祉事業のうち厚生労働省との共同省令で定めるもの
 グループホーム事業（虐待を受けた児童等、認知症高齢者、精神障害者、知的障害者、身体障害者）、
ホームレス自立支援事業、生活困窮者一時生活支援事業（第１号に掲げる事業に限る。）

（第４５条第２項）みなし特定公共賃貸住宅
◆高齢者すまい法･･･登録住宅※、高齢者向け優良賃貸住宅

■通知で明示しているもの

・災害被災者（承認手続不要）
・配偶者からの暴力被害者（DV被害者）※
・犯罪被害者等※
・外国人（留学生）＜留学生向けの宿舎の確保が困難な状況である場合＞※
・離職者（解雇等により住居の退去を余儀なくされる者等）※
・シックハウス症候群患者※
・地域再生計画に基づくもの＜農業研修、コミュニティ拠点、お試し移住住宅事業など＞※
・地域対応活用する場合＜若年単身世帯、ＵＪＩターンなど＞※
・住まいに困窮する者を入居させ、見守り等の自立支援を行う事業者（居住支援法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）※
・ウクライナからの避難民※
・子育て世帯等＜子どもがいる世帯、若者夫婦世帯＞※

■その他、個別に承認しているものの例
・集会所、駐車場など

※包括承認の対象･･･事後報告により承認があったものと取扱う

目的外使用の対象



「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト（令和7年度）

共創モデル実証運行事業
【担当部署】
・総合政策局（地域交通課）

公募期間問合せ先 各地方運輸局交通政策部交通企画課 等（別紙参照）

交通を地域のくらしと一体として捉え、地域の多様な関係者の「共創」(連携・協働)※によりその維持・活性化に取り組む
実証事業を支援します!

医療・介護・福祉
×交通

こども・子育て
×交通

教育・スポーツ・文化
×交通

商業・農業
×交通

宅配・物流
×交通

エネルギー・環境
×交通

地域・移住
×交通

金融・保険
×交通

観光・まちづくり
×交通

交通事業者等※を含む複数主体で構成される協議会や連携スキーム等（共創プラットフォーム）
※交通事業者等:一般乗合・一般乗用旅客自動車運送事業者、鉄軌道事業者、一般旅客定期航路事業者、公共ライドシェアの
実施主体、シェアサイクル等の事業実施主体、道路運送法上の許可・登録を要しない輸送サービスの実施主体 等

※「共創」:「官民共創」・「交通事業者間共創」・「他分野共創(交通と他分野の垣根を越えた連携)」

（注）単一の事業者のみでは補助対象となりません。

新たな事業の立ち上げ及び実証運行に係る以下の経費対して支援を実施
①基礎データ収集・分析、協議会開催に要する経費（有識者謝金・会場使用料等）
②システム構築（配車・運行管理・AIオンデマンド 等） 、実証運行に使用する車両導入（車両の購入・リース等）
による取得・改造に要する経費
③実証事業に要する経費（新規運行に係る経費、実証環境の整備 等） ▲他分野共創の分類例

【事業例】 ※R5年度:77事業、R6年度:256事業を支援
○スクールバス・介護輸送・商業施設送迎等の地域輸送資源の混乗化、遊休時間帯における地域路線への活用
○介護予防プログラムの一環として公共交通を利用した外出を促進（介護予防財源の活用）
○教育委員会との連係による児童の登下校・部活動送迎にあわせたデマンド交通等の実証運行
○商工会議所・商工会や社会福祉協議会、観光協会、地域金融機関、農協等の地域経済界による取組 等

【事業例】 ※R5年度:77事業、R6年度:256事業を支援
○スクールバス・介護輸送・商業施設送迎等の地域輸送資源の混乗化、遊休時間帯における地域路線への活用
○介護予防プログラムの一環として公共交通を利用した外出を促進（介護予防財源の活用）
○教育委員会との連係による児童の登下校・部活動送迎にあわせたデマンド交通等の実証運行
○商工会議所・商工会や社会福祉協議会、観光協会、地域金融機関、農協等の地域経済界による取組 等

令和７年２月中旬以降（予定）
【採択時期目安:令和７年５月上旬】

補助対象事業者

補助率

補助対象経費

1

（補助上限１億円）

C 大都市など
（東京23区・三大都市圏の政令指定都市）

B 地方中心都市など
（人口10万人以上の自治体）

A 中小都市、過疎地など
（人口10万人未満の自治体）

補助率１／３補助率２／３500万円以下は定額
500万円超部分は２／３

※応募にあたっては、自治体又は運輸局の推薦を受けていることが要件となります。
※自治体については、「交通空白」官民・連携プラットフォームに加入していることが要件となります。





政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画において
地域支援事業の内容・事業費を定めることとなっている。

【事業費の上限】
① 介護予防・日常生活支援総合事業
「事業移行前年度実績」×「75歳以上高齢者の伸び率」
※ 災害その他特別な事情がある場合は、個別協議を行うことが可能

② 包括的支援事業・任意事業
「26年度の介護給付費の２％」×「65歳以上高齢者の伸び率」

３ 実施主体・事業内容等

２ 事業費・財源構成

地域包括ケアシステムの実現に向けて、
高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、
配食・見守り等の生活支援体制の整備、
在宅生活を支える医療と介護の連携及び
認知症の方への支援の仕組み等を一体的に
推進しながら、高齢者を地域で支えていく
体制を構築する。

１ 事業の目的

地域支援事業（地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金） 老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3986）

令和７年度当初予算案 1,800億円（1,804億円）※（）内は前年度当初予算額

事業費

財源構成

① 介護予防・日常生活支援総合事業
１号保険料、２号保険料と公費で構成
（介護給付費の構成と同じ）
② 包括的支援事業・任意事業
１号保険料と公費で構成
（２号は負担せず、公費で賄う）

②①
38.5%25%国
19.25%12.5%都道府県
19.25%12.5%市町村

23%23%１号保険料
－27%２号保険料

実施主体

事業内容

市町村
高齢者のニーズや生活実態等に基づいて総合的な判断を
行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことが
できるよう、継続的かつ総合的にサービスを提供する。

① 介護予防・日常生活支援総合事業
要支援者等の支援のため、介護サービス事業所のほかNPO、協同組合、社

会福祉法人、ボランティア等の多様な主体による地域の支え合い体制を構築
する。あわせて、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護予防の
取組を推進する。
ア 介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス、
介護予防ケアマネジメント

イ 一般介護予防事業
介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、
一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業

② 包括的支援事業
地域における包括的な相談及び支援体制や在宅と介護の連携体制、認知症

高齢者への支援体制等の構築を行う。
ア 地域包括支援センターの運営
介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

イ 社会保障の充実
在宅医療・介護連携の推進、生活支援の充実・強化、認知症施策の推進、
地域ケア会議の開催

③ 任意事業
地域の実情に応じて必要な取組を実施。
介護給付費等費用適正化事業、家族介護支援事業 等



生活支援コーディネーターによる地域住民と地域の多様な主体との連携の推進
（生活支援体制整備事業における住民参画・官民連携推進事業の創設）

〇高齢者の目線に立ち、地域で一層の多様なサービス・活動の充実を図るためには、生活支援体制整備事業を活用し、地域住民の関心事項を引き出し、
高齢者の日常生活を取り巻く様々な活動とをつなげていくことが重要。

〇このため、生活支援体制整備事業について、住民や地域での活動に取り組む民間企業等とをつなげるための活動についての評価を拡充する。
生活支援体制整備事業の活性化を図るため、生活支援コーディネーターが、その活動や協議体運営を通じ、地域住民の活動とそれ以外の多様な主体の活動とをつなげる活動を評価
するなどの検討が必要である。

高齢者を含む
多世代の地域住民

NPO・企業など
の多様な主体

介護事業者等
の専門職等

市町村

総合事業で
地域の力を
組合せる

強み

強み強み

強み
様々な活動

専門的な支援 社会参加・
つながり

介護予防・
認知症施策

地域の力を引き出し地域づくりをプロデュース

生活支援コーディネーター・協議体が行う住民参画・官民連携推進事業（新設）

タウンミーティングやワークショップの開催等
地域住民、医療・介護関係者及び地域での活動に取り組む民間企業
等を含む多様な主体が地域課題等の洗い出しや解決策・必要となる事
業等の検討を行う場の設置

多様なサービス・活動の実現に向けたプロジェクト化
地域での活動に取り組む民間企業等との連携・協働のもとで行う地域住
民へのインタビュー、マーケティング、デザイン（既存事業の見直し等を含
む。）等の実施

多様なサービス・活動を地域に実装するための試行的実施に係る支援
総合事業としての全地域での本格実施まで、地域での活動に取り組む
民間企業等と地域住民の協働のもとで行う事業が自走するまでの期間
における事業費の補助等

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域がチームとなって総合事業を展開

選択肢の拡大

適切な選択の支援

民間企業、協同組合、シルバー人材
センター、ＮＰＯ法人、地域の産業
等に携わる団体等による多様な活動

住民・地域レベルでの
支え合い活動

生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置）の標準額
■第１層（市町村区域） 8,000千円 × 市町村数（※）
■第２層（中学校区域） 4,000千円 × 日常生活圏域の数

※ 指定都市の場合は行政区の数
一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数住民参画・官民連携推進事業の実施

4,000千円 × 市町村数（※）

検討・事業化の支援

出所:厚生労働省.介護保険最新情報Vol1299,2024年,別添2_8P



令和６年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）
高齢者の生活支援・社会参加に関わる施策の省庁横断的調査研究事業
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